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(57)【要約】
【課題】設計ドキュメント及びシーケンスプログラムの
生成作業や修正作業の効率と正確性を向上する方法が求
められていた。
【解決手段】互いに関係性のある設計情報を、タイムチ
ャートとフローチャートとシーケンスプログラムとにお
いて共有させるデータ構造と、処理部と、を備え、前記
処理部は、前記データ構造に基づいて、前記タイムチャ
ートと前記フローチャートと前記シーケンスプログラム
とを関連付けて処理する、ことを特徴とする情報処理装
置である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに関係性のある設計情報を、タイムチャートとフローチャートとシーケンスプログ
ラムとにおいて共有させるデータ構造と、処理部と、を備え、
　前記処理部は、
　前記データ構造に基づいて、前記タイムチャートと前記フローチャートと前記シーケン
スプログラムとを関連付けて処理する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記処理部は、
　前記タイムチャートと前記フローチャートと前記シーケンスプログラムの内いずれかが
変更された場合、前記データ構造に基づいて、前記変更を、変更されてない前記タイムチ
ャート及び／または前記フローチャート及び／または前記シーケンスプログラムに反映さ
せる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記処理部は、
　前記データ構造と前記タイムチャートを用いて前記フローチャートを生成する、
　及び／または前記データ構造と前記フローチャートを用いて前記タイムチャートを生成
する、
　及び／または前記データ構造と前記フローチャートを用いて前記シーケンスプログラム
を生成する、
　及び／または前記データ構造と前記シーケンスプログラムを用いて前記フローチャート
を生成する、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記処理部は、
　生成されたシーケンスプログラムが変更された場合に、前記処理部は、変更された前記
シーケンスプログラムに基づいて前記変更に対応する前記データ構造を生成する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記互いに関係性のある設計情報は、ステッパ構成表、及び／またはＩＯ表、及び／ま
たはコントローラ制御モジュール管理表、及び／又は異常表、を含む、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記タイムチャートの編集を行う第１入力処理部と、
　前記フローチャートの編集を行う第２入力処理部と、
　前記シーケンスプログラムの編集を行う第３入力処理部と、を備えている、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　互いに関係性のある設計情報を、タイムチャートとフローチャートとシーケンスプログ
ラムとにおいて共有させるデータ構造に基づく情報処理方法において、
　処理部が、
　前記データ構造に基づいて、前記タイムチャートと前記フローチャートと前記シーケン
スプログラムとを関連付けて処理する、
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　前記処理部は、
　前記タイムチャートと前記フローチャートと前記シーケンスプログラムの内いずれかが
変更された場合、前記データ構造に基づいて、前記変更を、変更されてない前記タイムチ
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ャート及び／または前記フローチャート及び／または前記シーケンスプログラムに反映さ
せる、
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報処理方法。
【請求項９】
　前記処理部が、
　前記タイムチャートと前記データ構造を用いて前記フローチャートを生成する、
　及び／または前記フローチャートと前記データ構造を用いて前記タイムチャートを生成
する、
　及び／または、前記フローチャートと前記データ構造を用いて前記シーケンスプログラ
ムを生成する、
　及び／または、前記シーケンスプログラムと前記データ構造を用いて前記フローチャー
トを生成する、
　ことを特徴とする請求項７または８に記載の情報処理方法。
【請求項１０】
　生成されたシーケンスプログラムが変更された場合に、前記処理部は、変更された前記
シーケンスプログラムに基づいて前記変更に対応する前記データ構造を生成する、
　ことを特徴とする請求項９に記載の情報処理方法。
【請求項１１】
　前記互いに関係性のある設計情報は、ステッパ構成表、及び／またはＩＯ表、及び／ま
たはコントローラ制御モジュール管理表、及び／又は異常表、を含む、
　ことを特徴とする請求項７から１０のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項１２】
　第１入力処理部が、前記タイムチャートの編集を受け付け、
　第２入力処理部が、前記フローチャートの編集を受け付け、
　第３入力処理部が、前記シーケンスプログラムの編集を受け付ける、
　ことを特徴とする請求項７から１１のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項１３】
　請求項７から１２のいずれか１項に記載の情報処理方法をコンピュータに実行させるた
めの制御プログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１５】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の情報処理装置により処理されたシーケンスプロ
グラムを用いてロボットを制御して物品を製造する、
　ことを特徴とする物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生産装置をはじめとする各種の装置においては、コンピュータを内蔵したシーケンス制
御部を設け、装置が備える種々の動作機器が行う順序動作を、シーケンス制御部によりシ
ーケンス制御することが知られている。
【０００３】
　こうしたシーケンス制御を行うためのシーケンスプログラムの生成においては、生産装
置等が大規模になり使用する動作機器が多くなるにつれてシーケンスプログラムが複雑に
なり、ソフト設計工数が膨大になっていた。さらには、シーケンスプログラムの規模が大
きくなるとバグ等の不具合が生じる可能性が高まり、ソフト品質が低下するという問題が
あった。
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　そこで、シーケンス制御を可視化した設計ドキュメントに必要情報を入力することによ
り、シーケンスプログラムを自動生成する方法が開発されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１に開示された方法では、生産装置に設けられた複数の動作機器を操
作者が意味的に認識することが可能な名称と共に記述したアクチュエータデバイスマップ
と、動作機器の動作順序を前記の名称と共に記述するフローマップを作成する。そして、
これら２つのマップを、前記の名称をキーにしてリンクすることにより、生産装置のシー
ケンスプログラムを自動生成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０４－３０３２０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　シーケンスプログラムを生成した後には、通常はデバッグ作業を行い、シーケンスプロ
グラムが設計通りに動作することを確認する。そして、デバッグ作業で不具合を発見した
場合には、シーケンスプログラムを修正し、正常に動作することを確認後、ソフト設計ド
キュメントにフィードバックをかけるのが一般的である。
【０００７】
　ところで、特許文献１のような従来の方法では、ソフト設計ドキュメントからシーケン
スプログラムを自動生成するという一方向のみの流れになっている。このため、デバッグ
作業にてシーケンスプログラムに不具合が生じた際には、ソフト設計ドキュメントに修正
をかけた後にシーケンスプログラムを再度生成し、その後に動作を再確認するという手順
になる。その際、修正が上手くいっていない場合には、更にもう一度同じ作業を繰返すこ
とになり、作業効率の観点からは好ましいとは言えない。すなわち、従来の方法は、不具
合修正作業には不向きであるといえる。
【０００８】
　尚、一般にソフト設計ドキュメントは目的に応じて複数種類が存在し、それぞれ関係性
がある事が多く、一つのソフト設計ドキュメントを修正した場合には、関連性のある他の
ソフト設計ドキュメントへの修正も必要であり作業に手間がかかるという問題もある。
【０００９】
　また、従来の方法では、ソフト設計ドキュメントとメカ設計ドキュメントの連携性が達
成されていなかった。生産装置等の開発では、メカ設計者がメカ設計ドキュメントを作成
し、その後にソフト設計者がメカ設計ドキュメントを基にソフト設計ドキュメントを作成
する。しかし、従来はメカ設計ドキュメントとの連携性が達成されていないため、メカ設
計ドキュメントの情報を元にソフト設計ドキュメントを生成する際には、膨大な工数の情
報入力作業が必要となっており、入力ミスによる品質低下も懸念された。
【００１０】
　また、従来の方法では、シーケンスプログラムの自動生成にあたり制御方法を限定して
おり、分岐条件や待機条件、異常処理などが自動生成されず柔軟な制御に対応出来ないと
いう問題もあった。
【００１１】
　そこで、設計ドキュメント及びシーケンスプログラムの生成作業や修正作業の効率と正
確性を向上する方法が求められていた。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の態様は、互いに関係性のある設計情報を、タイムチャートとフローチャ
ートとシーケンスプログラムとにおいて共有させるデータ構造と、処理部と、を備え、前
記処理部は、前記データ構造に基づいて、前記タイムチャートと前記フローチャートと前
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記シーケンスプログラムとを関連付けて処理する、ことを特徴とする情報処理装置である
。
【００１３】
　また、本発明の第２の態様は、互いに関係性のある設計情報を、タイムチャートとフロ
ーチャートとシーケンスプログラムとにおいて共有させるデータ構造に基づく情報処理方
法において、処理部が、前記データ構造に基づいて、前記タイムチャートと前記フローチ
ャートと前記シーケンスプログラムとを関連付けて処理する、ことを特徴とする情報処理
方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、設計ドキュメント及びシーケンスプログラムの生成作業や修正作業の
効率と正確性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る生産装置の制御システム構成を示す図。
【図２】本発明の実施形態におけるシーケンス制御部のシステム構成を示す図。
【図３】本発明の実施形態における生産装置ソフト設計システムの構成を示す図。
【図４】本発明の実施形態におけるタイムチャートを構成する情報要素を示す図。
【図５】本発明の実施形態におけるステッパ構成表を構成する情報要素を示す図。
【図６】本発明の実施形態におけるＩＯ表を構成する情報要素を示す図。
【図７】本発明の実施形態におけるＳＷ割付表を構成する情報要素を示す図。
【図８】本発明の実施形態におけるコントローラ制御モジュール管理情報を構成する情報
要素を示す図。
【図９】本発明の実施形態における異常情報を構成する情報要素を示す図。
【図１０】本発明の実施形態におけるフローチャートを構成する情報要素を示す図。
【図１１】本発明の実施形態における基本モジュールを構成する処理構成と基本モジュー
ルアドレスマップのアドレス構成を示す図。
【図１２】本発明の実施形態におけるコントローラ制御モジュールを構成する処理構成と
コントローラ制御モジュールアドレスマップのアドレス構成を示す図。
【図１３】本発明の実施形態における装置設計情報を構成する情報要素を示す図。
【図１４】本発明の実施形態におけるシーケンスプログラムのプログラム構成を示す図。
【図１５】本発明の実施形態における設計ドキュメント生成処理部の処理を示す図。
【図１６】本発明の実施形態における設計ドキュメント設計情報取得処理部の処理を示す
図。
【図１７】本発明の実施形態におけるシーケンスプログラム生成処理部の処理を示す図。
【図１８】本発明の実施形態におけるシーケンスプログラム情報取得処理部の処理を示す
図。
【図１９】本発明の実施形態における設計作業やデバッグ作業の例を示す図。
【図２０】本発明の実施形態におけるフローチャートを構成する図形の例を示す図。
【図２１】本発明の実施形態の情報処理を適用してシーケンスプログラムを生成した生産
装置。
【図２２】実施形態に係るタイムチャートの一例を示す図。
【図２３】実施形態に係るステッパ構成表の一例を示す図。
【図２４】実施形態に係るＩＯ表の一例を示す図。
【図２５】実施形態に係るコントローラ制御モジュール管理表の一例を示す図。
【図２６】実施形態に係る異常表の一例を示す図。
【図２７】実施形態に係る基本モジュールアドレスマップの一例を示す図。
【図２８】実施形態に係るコントローラ制御モジュールアドレスマップの一例を示す図。
【図２９】実施形態に係る自動生成されたフローチャートの一例を示す図。
【図３０】実施形態に係る修正作業を行った後のフローチャートの一例を示す図。
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【図３１】（ａ）実施形態に係る自動生成されたシーケンスプログラムの一例を示す図。
（ｂ）実施形態に係る自動生成されたシーケンスプログラムの別の一例を示す図。
【図３２】実施形態に係る自動生成されたラダー形式のシーケンスプログラムの一例を示
す図。
【図３３】実施形態に係る自動生成されたラダー形式のシーケンスプログラムの別の一例
を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
　尚、以下の実施形態及び実施例の説明において参照する図面では、特に但し書きがない
限り、同一の参照番号を付して示す要素は、同様の機能を有するものとする。
【００１７】
［実施形態］
　図１は、本発明の実施形態の一例である生産装置の制御システム構成を示すブロック図
である。
　シーケンス制御部１０１は、入力機器１２１、操作機器１３１、動作機器１４１、コン
トローラ１５１と接続されており、コントローラ１５１は動作機器１５２と接続されてい
る。シーケンス制御部１０１は、接続された機器の制御を行うコンピュータを内蔵してい
る。
【００１８】
　入力機器１２１は、例えば生産装置の機器の状態を通知するセンサー等の機器である。
操作機器１３１は、操作者がシーケンス制御部１０１に対して指示を与えるための例えば
タッチパネルや押しボタンスイッチ等の機器である。動作機器１４１は、例えばシリンダ
ー等のように、シーケンス制御部１０１による制御信号のＯＮ・ＯＦＦのみで動作するよ
うな機器である。動作機器１５２は、コントローラ１５１の制御のもとに複雑な動作を行
うことができる動作機器であり、例えば多軸ロボットや画像処理装置等の機器である。コ
ントローラ１５１は、シーケンス制御部１０１からの指示のもとに動作機器１５２を制御
する。
【００１９】
　図２は、図１に示したシーケンス制御部１０１のシステム構成を示す図である。シーケ
ンス制御部１０１は、ＣＰＵ２０１、入力部２０２、出力部２０３、プログラム格納部２
０４、メモリ２０５を備えている。
　ＣＰＵ２０１は、与えられた命令に従い演算処理、データ作成処理、メモリへの書込み
処理や読出し処理をはじめとする各種の処理を行うコンピュータである。
【００２０】
　入力部２０２は、端子台や接続コネクタを介して、入力機器１２１、操作機器１３１、
コントローラ１５１等からシーケンス制御部に送られてくる信号を受信するインターフェ
ースである。
　出力部２０３は、シーケンス制御部から、端子台や接続コネクタを介して操作機器１３
１、動作機器１４１、コントローラ１５１等へ信号を送信するインターフェースである。
【００２１】
　プログラム格納部２０４には、ＣＰＵに実行させるための後述するシーケンスプログラ
ム３８１と、プログラムコメントが格納されている。プログラム格納部２０４としての記
憶部には、たとえばＲＡＭやＲＯＭ、メモリカードのような記憶媒体が用いられる。
　メモリ２０５は、ＣＰＵ２０１での演算処理において演算結果等の情報を記憶する記憶
媒体である。メモリ２０５としては、ＲＡＭやＨＤＤのような記憶媒体が用いられる。
【００２２】
　図３は、本発明の実施形態における生産装置ソフト設計システムの構成を示すブロック
図である。この生産装置ソフト設計システムは、ＣＰＵ３１０、メモリ３２０、入力処理
部３３１、表示処理部３３２、データ格納部３４０、プログラム格納部３９０を備えてい
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る。尚、図３に図示された各機能要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
のごとく構成されていることを要しない。例えば、各機能ブロックの分散や統合の具体的
形態は図示の例に限らず、その全部または一部を、使用状況等に応じて任意の単位で機能
的または物理的に分散・統合して構成することが可能である。各機能ブロックはハードウ
ェアあるいはソフトウェアを用いて構成することができる。
【００２３】
　ＣＰＵ３１０は、与えられた命令に従い演算処理、データ作成処理、メモリへの書込み
処理や読出し処理をはじめとする各種の処理を行うコンピュータである。メモリ３２０は
ＣＰＵ３１０での演算処理で演算結果を記憶する記憶媒体である。入力処理部３３１は、
キーボードやマウス等の入力装置からの情報を受付ける処理をする。表示処理部３３２は
、ＬＣＤディスプレイ等の表示機器に情報を表示するための処理を行う。
【００２４】
　データ格納部３４０は記憶部で、メカ設計ドキュメント３５０、ソフト設計ドキュメン
ト３６０、ソフトライブラリ３７０、装置設計情報３８０、シーケンスプログラム３８１
を格納するための記憶領域を備えている。
　装置設計情報３８０により、互いに関係性のある設計情報を、タイムチャートとフロー
チャートとシーケンスプログラムとが共有するデータ構造が構成されている。
【００２５】
　プログラム格納部３９０の設計ドキュメント生成処理部３９１、設計ドキュメント設計
情報取得処理部３９２、シーケンスプログラム生成処理部３９３、シーケンスプログラム
情報取得処理部３９４には、ＣＰＵ３１０に実行させるプログラムが格納されている。デ
ータ格納部３４０とプログラム格納部３９０としての記憶部は、例えばハードディスクの
ような記憶媒体を備えている。
【００２６】
　次に、データ格納部３４０に格納されているメカ設計ドキュメント３５０、ソフト設計
ドキュメント３６０、ソフトライブラリ３７０、装置設計情報３８０、シーケンスプログ
ラム３８１について詳細な説明をする。
　メカ設計ドキュメント３５０は、ソフト設計を行う際に必要となるメカ設計の情報であ
り、タイムチャート３５１を含んでいる。
【００２７】
　タイムチャート３５１は、生産装置が正常状態において一連動作を行った際の動作時間
をメカ設計者が検討するためのドキュメントで、動作機器１４１及び動作機器１５２の全
動作状態の動作順序と動作状態毎の遷移時間を示したドキュメントである。
【００２８】
　図２２にタイムチャートの一例を示す。このタイムチャートは、図２１に示す生産装置
が一連の動作を実施する際の各動作機器の状態を示している。すなわち、搬入ロボットＲ
Ｂ１が投入パレットからワークをピックアップして搬送台ＣＶに載せ、搬送台ＣＶがワー
クを塗布ロボットＲＢ２の作業位置に運び、作業位置にて塗布ロボットＲＢ２がワークに
塗布作業を行う。そして、塗布ロボットＲＢ２による塗布作業が完了すると、搬送台ＣＶ
はワークを搬出ロボットＲＢ３の受取り位置まで移動させる。搬出ロボットＲＢ３は、受
取り位置にてワークをピックアップして排出パレットに運んで載せる。生産装置の係る動
作について、図２２のタイムチャートでは、各動作機器の動作状態、動作順序、動作状態
毎の遷移時間等が示されている。
【００２９】
　図４にタイムチャートの構成要素を模式的に示すが、タイムチャートは、動作機器名称
４０１、動作状態名称４０２、動作順序４０３、動作時間４０４、動作順序従属関係４０
５の情報要素を含んで構成されている。動作機器名称４０１は動作機器１４１及び動作機
器１５２の各機器を識別するために付与する名称である。動作状態名称４０２は、動作機
器１４１及び動作機器１５２の動作状態を識別するために付与する名称である。ここで、
動作状態とは動作機器の動作位置を指し、各動作機器に対し最低２つ以上からなる動作状
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態が定められる。例えば２ポジションのシリンダーであれば、動作状態は２つあり、「行
」と「戻」、「出」と「戻」などの名称が付与される。
【００３０】
　動作順序４０３は、動作機器１４１及び動作機器１５２の全動作状態を対象に、動作の
状態変化、つまり動作の順序を示したものである。動作時間４０４は、動作状態の遷移時
間を示したもので、動作の開始から終了までに要する時間である。動作順序従属関係４０
５は、異なる動作機器間の動作完了と動作開始の因果関係を示した情報要素である。
【００３１】
　図３に戻り、ソフト設計ドキュメント３６０は、ソフト設計を行う際に必要となる情報
であり、ステッパ構成表３６１、ＩＯ表３６２、ＳＷ割付表３６３、コントローラ制御モ
ジュール管理表３６４、異常表３６５、フローチャート３６６を含んでいる。
【００３２】
　図５に、ステッパ構成表３６１の構成を示す。ステッパ構成表は、図５に示すように、
ステッパ番号５０１、ステッパ名称５０２、動作機器名称５０３の情報要素を含んで構成
される一覧表である。ここで、ステッパとは、入力機器１２１、動作機器１４１及び動作
機器１５２を制御的に管理しやすい単位でまとめたものを意味する。
【００３３】
　ステッパは、以下の３つの原則のもとに構成される。第１に、ステッパは、制御的な役
割が同一の入力機器及び、動作機器で構成する。第２に、同一ステッパに属する動作機器
は、そのステッパ内で同期して動作する機器のみとする。言い換えれば、非同期で動作す
る動作機器は、別のステッパで管理する。第３に、入力機器及び、動作機器が所属可能な
ステッパは１つのみとし、複数のステッパにまたがり重複して所属することはできない。
尚、ステッパ同士は非同期で動作可能であり、相手の動作状態を確認し、動作を待機した
り、再開したりする等のように、お互いに干渉を受けながら動作する事ができる。このよ
うな干渉関係は、タイムチャート３５１上では動作順序従属関係４０５で表現している。
　ステッパ番号５０１は、ステッパをプログラム上で識別するための番号である。
ステッパ名称５０２は、ステッパを生産装置のユーザーが識別するための名称である。
動作機器名称５０３は、ステッパに属する動作機器１４１及び動作機器１５２の名称であ
る。
【００３４】
　図２３にステッパ構成表の一例を示す。このステッパ構成表は、図２１に示す生産装置
が実施する一連の動作、すなわち図２２のタイムチャートに対応している。
【００３５】
　図３に戻り、ＩＯ表３６２は、シーケンス制御部１０１と入力部２０２、出力部２０３
を介し接続されている入力機器１２１、操作機器１３１、動作機器１４１、コントローラ
１５１の一覧表である。
【００３６】
　図６に、ＩＯ表３６２の構成要素を模式的に示す。ＩＯ表は、図６に示すように機器名
称６０１、状態名称６０２、機器種別６０３、ＩＯ番号６０４の情報要素を含んで構成さ
れている。ここで、機器名称６０１は、入力機器１２１、操作機器１３１、動作機器１４
１、動作機器１５２の各機器を識別するために付与する名称である。状態名称６０２は、
入力機器１２１、操作機器１３１、動作機器１４１、動作機器１５２の各状態を識別する
ために付与する名称である。機器種別６０３は、入力機器１２１、操作機器１３１、動作
機器１４１、動作機器１５２が使用する機器を識別するための識別子である。例えば動作
機器１４１であれば、使用機器がシリンダーであるか、シリンダーであればシングルソレ
ノイドなのかダブルソレノイドなのかを表記する。ＩＯ番号６０４は、入力部２０２、出
力部２０３で接続されている端子番号である。
【００３７】
　図２４にＩＯ表の一例を示す。このＩＯ表は、図２１に示す生産装置が実施する一連の
動作、すなわち図２２のタイムチャートに対応している。
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【００３８】
　図３に戻り、ＳＷ割付表３６３は、操作機器１３１に配置されるスイッチの実行・表示
等のインターフェースに関わるアドレス割当の一覧表である。
【００３９】
　図７に、ＳＷ割付表３６３の構成要素を模式的に示す。ＳＷ割付表は、図７に示すよう
に動作機器名称７０１、動作状態名称７０２、ＳＷ入力アドレス７０３、ＳＷ出力アドレ
ス７０４の情報要素を含んで構成されている。スイッチは動作機器・動作状態毎に用意さ
れ、点灯・非点灯の表示機能がある。非点灯のボタンを押すと自身の動作状態になるよう
に動作を実行し、生産装置の動作状態が一致している場合には点灯する。
【００４０】
　ここで、動作機器名称７０１は、動作機器１４１、動作機器１５２の各機器を識別する
ために付与する名称である。動作状態名称７０２は、動作機器１４１、動作機器１５２の
各動作状態を識別するために付与する名称である。ＳＷ入力アドレス７０３は、スイッチ
の点灯をするための条件となるアドレスを指定する。ＳＷ出力アドレス７０４は、スイッ
チを押した後に実行される動作条件となるアドレスを指定する。
【００４１】
　図３に戻り、コントローラ制御モジュール管理表３６４は、シーケンスプログラム３８
１に対し、後述するコントローラ制御モジュール３７３を展開する種類、数、メモリ２０
５のアドレス割付を管理する表である。
【００４２】
　図８に、コントローラ制御モジュール管理表３６４の構成要素を模式的に示す。コント
ローラ制御モジュール管理表は、図８に示すように動作機器名称８０１、コントローラ制
御モジュール名称８０２、コントローラ制御モジュール割付アドレス８０３の情報要素を
含んで構成されている。
【００４３】
　ここで、動作機器名称８０１は、動作機器１５２の各機器を識別するために付与する名
称である。コントローラ制御モジュール名称８０２は、コントローラ制御モジュール３７
３の種類を識別するための名称である。コントローラ制御モジュール管理表３６４を作成
する際には、ソフトライブラリ３７０内のコントローラ制御モジュール３７３の名称を抽
出し、抽出した名称を名称リストから選択する。コントローラ制御モジュール割付アドレ
ス８０３は、メモリ２０５に対して、コントローラ制御モジュールで使用するメモリとＩ
Ｏ番号を割付けるものである。
【００４４】
　図２５にコントローラ制御モジュール管理表の一例を示す。このコントローラ制御モジ
ュール管理表は、図２１に示す生産装置が実施する一連の動作、すなわち図２２のタイム
チャートに対応している。
【００４５】
　図３に戻り、異常表３６５は、生産装置で発生する異常を管理する一覧表である。
　図９に、異常表３６５の構成要素を模式的に示す。図９に示すように、異常表は、異常
番号９０１、異常名称９０２、異常出力アドレス９０３の情報要素を含んで構成されてい
る。異常番号９０１は、異常を識別するために付与する番号である。異常名称９０２は異
常を識別するために付与する名称である。異常出力アドレス９０３は、シーケンスプログ
ラム３８１上で異常発生を通知するためのフラグのメモリ２０５に対する割付けである。
【００４６】
　図２６に異常表の一例を示す。この異常表は、図２１に示す生産装置が実施する一連の
動作、すなわち図２２のタイムチャートの動作を実行した際に発生し得る異常を示してい
る。
【００４７】
　図３に戻り、フローチャート３６６は、シーケンスプログラム３８１の処理の流れを表
記したもので、ステッパ単位で作成し、図２０に示す端子２００１、処理２００２、判断
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２００３、定義済処理２００４からなる図形を組み合わせて作成する図である。
【００４８】
　図１０に、フローチャート３６６の構成要素を模式的に示す。フローチャートは、図１
０に示すように名称に関わる情報１０１０、アドレスに関わる情報１０２０、シーケンス
制御に関わる情報１０３０を含んで構成されている。
【００４９】
　名称に関わる情報１０１０は、ステッパ番号１０１１、ステッパ名称１０１２、動作機
器名称１０１３、動作状態名称１０１４、異常名称１０１５で構成されている。アドレス
に関わる情報１０２０は、ＩＯ番号１０２１、ステップ割付アドレス１０２２、コントロ
ーラ制御モジュール割付アドレス１０２３、異常出力アドレス１０２４、装置モード割付
アドレス１０２５、装置状態割付アドレス１０２６で構成されている。シーケンス制御に
関わる情報１０３０は、処理内容１０３１、分岐条件１０３２、待機条件１０３３、処理
順序１０３４の情報要素で構成されている。
【００５０】
　ステッパ番号１０１１は、ステッパを識別するための番号であり、ステッパ構成表３６
１のステッパ番号５０１と同一の情報である。ステッパ名称１０１２は、ステッパを生産
装置のユーザーが識別するための名称であり、ステッパ構成表３６１のステッパ名称５０
２と同一の情報である。動作機器名称１０１３は、動作機器１４１、動作機器１５２の各
動作状態を識別するために付与する名称であり、ステッパ構成表３６１の動作機器名称５
０３と同一の情報である。動作状態名称１０１４は動作機器１４１及び動作機器１５２の
動作状態を識別するために付与する名称である。このように、フローチャートとステッパ
構成表は、同一のデータを共有する共有データ構造であると言える。
　異常名称１０１５は異常を識別するために付与する名称であり、異常表３６５の異常名
称９０２と同一の情報である。このように、フローチャートと異常表は、同一のデータを
共有する共有データ構造であると言える。
【００５１】
　ＩＯ番号１０２１は、入力部２０２、出力部２０３で接続されている端子番号で、ＩＯ
表３６２のＩＯ番号６０４と同一の情報である。このように、フローチャートとＩＯ表は
、同一のデータを共有する共有データ構造であると言える。ステップ割付アドレス１０２
２は、フローチャート上に並べた上述した図２０の図形に付与するアドレスで、シーケン
スプログラム３８１上で、処理内容を識別するためのアドレスである。コントローラ制御
モジュール割付アドレス１０２３は、メモリ２０５に対して、コントローラ制御モジュー
ルで使用するメモリとＩＯ番号を割付けるもので、コントローラ制御モジュール管理表３
６４のコントローラ制御モジュール割付アドレス８０３と同一の情報である。このように
、フローチャートとコントローラ制御モジュール管理表は、同一のデータを共有する共有
データ構造であると言える。異常出力アドレス１０２４はシーケンスプログラム３８１上
で異常発生を通知するためのフラグのメモリ２０５に対する割付けで、異常表３６５の異
常出力アドレス９０３と同一の情報である。装置モード割付アドレス１０２５は、自動・
手動等の装置モードに関するフラグに対する割付であり、基本モジュールアドレスマップ
３７２の装置モード割付アドレス１１１１と同一の情報である。装置状態割付アドレス１
０２６は、起動・停止・異常等の装置状態に関するフラグに対する割付であり、基本モジ
ュールアドレスマップ３７２の装置状態割付アドレス１１１２と同一の情報である。この
ように、フローチャートと基本モジュールアドレスマップは、同一のデータを共有する共
有データ構造であると言える。
【００５２】
　処理内容１０３１は、動作機器１４１及び動作機器１５２の全動作状態を対象にした動
作の状態変化や、メモリ２０５内でのフラグの状態変化や演算内容等の情報である。尚、
前記動作機器１４１及び動作機器１５２の全動作状態を対象にした動作の状態変化は、タ
イムチャート３５１の動作順序４０３と同一の情報である。このように、フローチャート
とタイムチャートは、同一のデータを共有する共有データ構造であると言える。分岐条件
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１０３２は、ＩＯ番号６０４やコントローラ制御モジュール割付アドレス８０３、メモリ
２０５内のフラグ情報等から判断し、処理を分岐させるための情報である。待機条件１０
３３は、タイマによる一時停止や動作順序従属関係４０５で表現される他ステッパからの
動作許可を待つための情報である。処理順序１０３４は処理内容１０３１、分岐条件１０
３２、待機条件１０３３の処理順序に関する情報である。
【００５３】
　図２０に示した端子２００１はステッパの開始と終了を表記するときと、処理内容１０
３１が装置異常を表記するときに選択される図形である。図形枠内に名称に関わる情報１
０１０を、図形枠外にアドレスに関わる情報１０２０を表記する。
【００５４】
　また、処理２００２は、処理内容１０３１が装置異常以外を表記するときに選択される
図形である。図形枠内に名称に関わる情報１０１０を、図形枠外にアドレスに関わる情報
１０２０を表記する。また、判断２００３は、分岐条件１０３２と待機条件１０３３を表
記するときに選択される図形である。図形枠内に名称に関わる情報１０１０を、図形枠外
にアドレスに関わる情報１０２０を表記する。また、定義済処理２００４はステッパ構成
表３６１に記載の他ステッパに対し、動作順序従属関係４０５で表現される他ステッパへ
の処理開始を表記するときに選択される図形である。図形枠内に名称に関わる情報１０１
０を、図形枠外にアドレスに関わる情報１０２０を表記する。
【００５５】
　端子２００１、処理２００２、判断２００３、定義済処理２００４は処理順序１０３４
の情報に従って、各図形がそれぞれ線で結ばれることでフローチャート３６６は完成する
。従ってフローチャート３６６には、タイムチャート３５１、ステッパ構成表３６１、Ｉ
Ｏ表３６２、コントローラ制御モジュール管理表３６４、異常表３６５、基本モジュール
アドレスマップ３７２、コントローラ制御モジュールアドレスマップ３７４の情報が含ま
れている。（後に説明する実施例１に係る図２９参照）。
【００５６】
　また、フローチャート３６６の作成にあたり前記に含まれない情報としてシーケンス制
御に関わる情報１０３０に関する分岐条件１０３２と待機条件１０３３及び分岐条件１０
３２で分岐された後の処理内容１０３１や定義済処理２０４０がある。前記はソフト設計
者の判断により作成が必要な部分であり、ソフト設計者は検討を重ねながらフローチャー
ト３６６を完成させる。つまり、分岐条件１０３２と待機条件１０３３及び分岐条件１０
３２で分岐された後の処理内容１０３１や定義済処理２０４０までを含めた柔軟なソフト
設計はシーケンスプログラム３８１を除いては、フローチャート３６６でのみ表現できる
。（後に説明する実施例１に係る図３０参照）。
【００５７】
　図３に戻り、ソフトライブラリ３７０は、流用性が高く、異なる生産装置でも使用可能
なプログラム群であり、１種類以上の基本モジュール３７１と基本モジュールアドレスマ
ップ３７２を含む。また、ソフトライブラリ３７０は、任意の数のコントローラ制御モジ
ュール３７３とコントローラ制御モジュールアドレスマップ３７４を含むことができる。
【００５８】
　ソフトライブラリ３７０内のプログラムは、シーケンスプログラム３８１を生成する際
に、引用する雛形プログラムであり、必要に応じ複製されシーケンスプログラム３８１に
組込まれる。
【００５９】
　図１１に、図３に示す基本モジュール３７１と基本モジュールアドレスマップ３７２の
構成要素を模式的に示す。
　基本モジュール３７１は、生産装置のモード及び状態を管理するためのプログラムであ
り、モード管理処理部１１０１と状態管理処理部１１０２を含んで構成される。
　モード管理処理部１１０１は、自動モードや手動モード等の装置モードを管理する処理
部である。状態管理処理部１１０２は、起動や停止・異常等の装置状態を管理する処理部
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である。
【００６０】
　基本モジュールアドレスマップ３７２は、基本モジュール３７１で使用されるメモリの
割付アドレスが記載された一覧表で、基本モジュール３７１の種類ごとに存在する。装置
モード割付アドレス１１１１、装置状態割付アドレス１１１２、基本モジュール処理部割
付アドレス１１１３の情報要素を含んで構成される。
【００６１】
　図２７に、基本モジュールアドレスマップの一例を示す。
　装置モード割付アドレス１１１１は、自動モードや手動モード等の装置モードフラグに
割付けられたアドレスである。装置状態割付アドレス１１１２は、起動や停止・異常等の
装置状態フラグに割付けられたアドレスである。基本モジュール処理部割付アドレス１１
１３は、基本モジュールの処理で利用するメモリの装置モード割付アドレス１１１１及び
装置状態割付アドレス１１１２以外のアドレス割当てである。基本モジュール３７１に割
付けられたアドレスはメモリ２０５で変更せずに固定とする。
【００６２】
　図３に戻り、コントローラ制御モジュール３７３は、コントローラ１５１を制御するプ
ログラムである。コントローラ１５１の種類ごとに、それに対応したコントローラ制御モ
ジュール３７３を作成し、コントローラ制御モジュール名称８０２と対応した名称で管理
する。
【００６３】
　図１２に、図３に示すコントローラ制御モジュール３７３とコントローラ制御モジュー
ルアドレスマップ３７４の構成要素を模式的に示す。
【００６４】
　コントローラ制御モジュール３７３は、ＩＦ処理部１２０１、コントローラ制御処理部
１２０２を含んで構成される。ＩＦ処理部１２０１は、間の通信に関するインターフェー
ス処理部である。コントローラ制御処理部１２０２は、コントローラ１５１の制御を行う
ためのＩＦ処理部１２０１以外の処理部である。
【００６５】
　コントローラ制御モジュールアドレスマップ３７４は、コントローラ制御モジュール３
７３で使用されるメモリの割付アドレスが記載された一覧表で、コントローラ制御モジュ
ール３７３の種類ごとに存在する。ＩＦ処理部割付アドレス１２１１、コントローラ制御
処理部割付アドレス１２１２の情報要素を含んで構成される。
【００６６】
　ＩＦ処理部割付アドレス１２１１は、コントローラ制御モジュール３７３の制御対象と
なるコントローラ１５１と入力部２０２、出力部２０３との接続に関わる、アドレス割当
てである。コントローラ制御処理部割付アドレス１２１２は、コントローラ制御モジュー
ルアドレスマップ３７４の処理で利用するメモリのＩＦ処理部割付アドレス１２１１以外
のアドレス割当てである。
　図２８に、コントローラ制御モジュールアドレスマップの一例を示す。このコントロー
ラ制御モジュールアドレスマップは、図２１に示す単軸の搬入ロボットＲＢ１に関するも
のである。
【００６７】
　図３に示す装置設計情報３８０は、図１３に模式的に示すように、ＩＯ情報、タイムチ
ャート情報、ステッパ構成情報、フローチャート情報、異常情報、基本モジュールアドレ
スマップ情報、コントローラ制御モジュール管理情報、コントローラ制御モジュールアド
レスマップ情報を含んで構成され、これらの情報を一元管理する記憶部である。この記憶
部は、情報の管理ができる電子情報であればよく、形式はテキストファイルでも、データ
ベースでもよい。各種ドキュメントは作成後、装置設計情報３８０へ登録する。装置設計
情報３８０は、メカ設計ドキュメント３５０とソフト設計ドキュメント３６０とデータ構
成が同一のため相互に自動生成が可能となっている。また、装置設計情報３８０は、シー
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ケンスプログラム３８１に対してもデータ構成が同一のため相互の自動変換が可能となっ
ている。
【００６８】
　図３に示すシーケンスプログラム３８１は、プログラム格納部２０４に格納し、生産装
置のシーケンス制御を実行するためのプログラムである。図１４に模式的に構成を示すよ
うに、シーケンスプログラムは、基本モジュール部１４０１、ステッパ動作順序処理部１
４２１、ステッパ異常処理部１４３１、出力処理部１４４１、コントローラ制御部１４５
１、表示処理部１４５２を含んで構成される。
【００６９】
　基本モジュール部１４０１は、生産装置のモード及び状態を管理するための処理部分で
あり、ソフトライブラリ３７０内に格納されている基本モジュール３７１の中から１つを
選択し、複製して基本モジュール部１４０１に組込む。ステッパ動作順序処理部１４２１
は、シーケンス制御を行うための処理部分であり、アドレスに関わる情報１０２０とシー
ケンス制御に関わる情報１０３０をもとに作成する。ステッパ異常処理部１４３１は異常
通知に関する処理部分であり、アドレスに関わる情報１０２０とシーケンス制御に関わる
情報１０３０をもとに作成する。
【００７０】
　出力処理部１４４１は、操作機器１３１及びステッパ動作順序処理部１４２１から、動
作機器１４１及びコントローラ１５１に指令を出す処理部分であり、アドレスに関わる情
報１０２０とシーケンス制御に関わる情報１０３０、ＳＷ割付表３６３をもとに作成する
。
【００７１】
　コントローラ制御部１４５１は、コントローラ１５１を制御する処理部分である。コン
トローラ制御モジュール管理表３６４の情報を元に、コントローラ制御モジュール名称８
０２記載のコントローラ制御モジュール３７３を複製し、コントローラ制御モジュールア
ドレスマップ３７４記載のアドレス割当をコントローラ制御モジュール割付アドレス８０
３に従い変更したうえでコントローラ制御部１４５１に組込む。
　表示処理部１４５２は、操作機器１３１等の表示機器に情報を表示するための処理部分
である。アドレスに関わる情報１０２０とシーケンス制御に関わる情報１０３０、ＳＷ割
付表３６３をもとに作成する。
【００７２】
　図３に戻り、プログラム格納部３９０には、メカ設計ドキュメント３５０、ソフト設計
ドキュメント３６０、装置設計情報３８０、シーケンスプログラム３８１を相互に自動生
成するためのプログラムが格納されている。すなわち、プログラム格納部３９０には、設
計ドキュメント生成処理部３９１、設計ドキュメント設計情報取得処理部３９２、シーケ
ンスプログラム生成処理部３９３、シーケンスプログラム情報取得処理部３９４が格納さ
れている。
　設計ドキュメント生成処理部３９１は、装置設計情報３８０からメカ設計ドキュメント
３５０、ソフト設計ドキュメント３６０を自動生成するプログラムである。
【００７３】
　図１５に、設計ドキュメント生成処理部３９１の処理をフローチャートにして示すが、
ステップＳ１５０１にて装置設計情報より必要な情報を取得し、続くステップＳ１５０２
にて設計ドキュメント生成を実行し、メカ設計ドキュメント３５０、ソフト設計ドキュメ
ント３６０を自動生成する。この際、自動生成するドキュメントは、メカ設計ドキュメン
ト３５０、ソフト設計ドキュメント３６０の中から任意に指定できる。
【００７４】
　図３に戻り、設計ドキュメント設計情報取得処理部３９２は、メカ設計ドキュメント３
５０、ソフト設計ドキュメント３６０から装置設計情報３８０に情報を入力するプログラ
ムである。
【００７５】
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　図１６に、設計ドキュメント設計情報取得処理部３９２の処理をフローチャートにして
示すが、ステップＳ１６０１にて設計ドキュメントより情報を取得し、続くステップＳ１
６０２で装置設計情報に情報を入力する。
【００７６】
　図３に戻り、シーケンスプログラム生成処理部３９３は、装置設計情報３８０からシー
ケンスプログラム３８１を自動生成するプログラムである。
【００７７】
　図１７に、シーケンスプログラム生成処理部３９３の処理をフローチャートにして示す
が、ステップＳ１７０１にて装置設計情報より必要な情報を取得し、続くステップＳ１７
０２でシーケンスプログラムを生成する。この際、プログラム格納部２０４に格納するプ
ログラムコメントを、名称に関わる情報１０１０の情報を元にあわせて作成する。
【００７８】
　図３に戻り、シーケンスプログラム情報取得処理部３９４は、シーケンスプログラム３
８１から装置設計情報３８０を自動生成するプログラムである。
【００７９】
　図１８に、シーケンスプログラム情報取得処理部３９４の処理をフローチャートにして
示すが、ステップＳ１８０１にてシーケンスプログラムより情報を取得し、続くステップ
Ｓ１８０２にて装置設計情報に情報を入力する。この際、この際、プログラム格納部２０
４に格納するプログラムコメントより、名称に関わる情報１０１０の情報を元にあわせて
作成する。
【００８０】
　以上説明した本発明の実施形態によれば、メカ設計ドキュメントとソフト設計ドキュメ
ントについての互いに関係性のある設計情報を相互に共有するデータ構造と、データ構造
を用いて、メカ設計ドキュメントとソフト設計ドキュメントを自動生成する設計ドキュメ
ント自動生成部と、メカ設計ドキュメントと、ソフト設計ドキュメントと、ソフトライブ
ラリを用いて、シーケンスプログラムを自動生成するシーケンスプログラム自動生成部と
、を備えることを特徴とする情報処理システムを構成する。シーケンスプログラムが変更
された際、変更されたシーケンスプログラムを用いて新たなソフト設計ドキュメントを自
動生成するソフト設計ドキュメント自動生成部を備えることもできる。
　これにより、メカ設計ドキュメント、ソフト設計ドキュメント及びシーケンスプログラ
ムの生成作業や修正作業の効率と正確性を向上することができる。
　以下に、実施例を挙げて本発明の実施形態を更に具体的に説明する。
【実施例１】
【００８１】
　実施例１では、ソフト設計の作業手順として、メカ設計ドキュメント３５０及び、ソフ
ト設計ドキュメント３６０からシーケンスプログラム３８１を自動生成するまでの手順に
ついて説明する。
【００８２】
　図１９は、ソフト設計作業の例を示した図である。図においては、作業者が行う編集や
修正などの処理を点線矢印で示し、情報処理装置が自動的に行う生成などの処理は実線矢
印で示している。
　まず、メカ設計者は、タイムチャート作成作業１９１１により、タイムチャート１９０
１を作成し、情報処理装置のメカ設計ドキュメント３５０に格納する。ソフト設計者は、
完成したタイムチャート１９０１を参照して、ソフト設計を開始する。ソフト設計者は、
設計ドキュメント類作成作業１９１２により、ステッパ構成表・ＩＯ表・ＳＷ割付表・異
常表・コントローラ制御モジュール管理表からなる設計ドキュメント類１９０２を作成し
、情報処理装置のソフト設計ドキュメント３６０に格納する。
【００８３】
　次に、タイムチャート１９０１を、設計ドキュメント設計情報取得処理部３９２により
３８０装置設計情報に入力したのち、設計ドキュメント生成処理部３９１によりフローチ
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ャート１９０３を自動生成１９１３する。
　図２９に、フローチャートの一例を示す。このフローチャートは、図２３のステッパ構
成表のステッパ番号３の投入に係るフローチャートである。このフローチャートは、図３
のフローチャート３６６として一旦データ格納部３４０に記憶される。
【００８４】
　次に、ステッパ構成表・ＩＯ表・ＳＷ割付表・異常表・コントローラ制御モジュール管
理表からなる設計ドキュメント類１９０２を、設計ドキュメント設計情報取得処理部３９
２により装置設計情報３８０に入力する。その後、設計ドキュメント生成処理部３９１に
よりフローチャート１９０３を自動生成１９１４する。尚、既に自動生成１９１３の作業
でフローチャート１９０３は自動生成済みであるため、実際には自動生成１９１３後のフ
ローチャート１９０３へ情報を差分追加する形となる。
【００８５】
　次に、自動生成１９１３及び自動生成１９１４により作成されたフローチャート１９０
３をソフト設計者が確認し、装置仕様を検討したうえで、分岐条件１０３２や待機条件１
０３３及び分岐条件１０３２で分岐された後の処理内容１０３１や定義済処理２０４０を
追加する編集作業１９１５を行う。
　図３０に、編集作業１９１５を行った後のフローチャートの一例を示す。このフローチ
ャートは、図３のフローチャート３６６としてデータ格納部３４０に記憶される。
【００８６】
　次に、フローチャート１９０３を設計ドキュメント設計情報取得処理部３９２により装
置設計情報３８０に入力したのち、シーケンスプログラム生成処理部３９３によりシーケ
ンスプログラム１９０４を自動生成１９１６する。
　自動生成されたシーケンスプログラムの例として、図２３のステッパ構成表のステッパ
番号３の投入に関して自動生成されたシーケンスプログラムを示す。
　図３１（ａ）は、自動生成されたシーケンスプログラム１９０４中のステッパ動作順序
処理部１４２１（図１４参照）の一例である。また、図３１（ｂ）は、自動生成されたシ
ーケンスプログラム１９０４中のステッパ異常処理部１４３１の一例である。このシーケ
ンスプログラムは、図３のシーケンスプログラム３８１としてデータ格納部３４０に記憶
される。
　また、図３２は、ラダー形式で自動生成されたシーケンスプログラム１９０４中のステ
ッパ動作順序処理部１４２１（図１４参照）の一例である。また、図３３は、ラダー形式
で自動生成されたシーケンスプログラム１９０４中のステッパ異常処理部１４３１の一例
である。このシーケンスプログラムは、図３のシーケンスプログラム３８１としてデータ
格納部３４０に記憶される。
　最後に、自動生成１９１６されたシーケンスプログラム１９０４の確認作業１９１７を
行いソフト設計は完了する。
【実施例２】
【００８７】
　実施例２では、ソフトデバッグの作業手順として、シーケンスプログラム３８１をデバ
ッグし、修正を加えた後、フィードバッグ作業としてソフト設計ドキュメント３６０及び
メカ設計ドキュメント３５０を自動生成するまでの手順について説明する。
【００８８】
　図１９は、ソフトデバッグ作業の例を示した図である。デバッグ担当者はシーケンスプ
ログラム１９０４をデバッグ１９１８し、不具合を発見し、修正作業１９２１を行う。
【００８９】
　次に、シーケンスプログラム１９０４を、シーケンスプログラム情報取得処理部３９４
により、装置設計情報３８０に入力したのち、設計ドキュメント生成処理部３９１により
フローチャート１９０３を自動生成１９２２する。
【００９０】
　フローチャート１９０３にシーケンスプログラムの修正が反映されている事を確認し、
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フローチャート１９０３を設計ドキュメント設計情報取得処理部３９２により、装置設計
情報３８０に入力する。その後、設計ドキュメント生成処理部３９１によりステッパ構成
表・ＩＯ表・ＳＷ割付表・異常表・コントローラ制御モジュール管理表からなる設計ドキ
ュメント類を自動生成１９２３すると同時に、タイムチャートを自動生成１９２４する。
【実施例３】
【００９１】
　実施例３では、ソフト設計の作業手順として、メカ設計ドキュメント３５０がなく、ソ
フト設計ドキュメント３６０のみで、シーケンスプログラム３８１を作成するまでの手順
について説明する。
　図１９は、ソフト設計作業の例を示した図である。ソフト設計者は、設計ドキュメント
類作成作業１９１２により、ステッパ構成表・ＩＯ表・ＳＷ割付表・異常表・コントロー
ラ制御モジュール管理表からなる設計ドキュメント類１９０２を作成する。
【００９２】
　次に、ステッパ構成表・ＩＯ表・ＳＷ割付表・異常表・コントローラ制御モジュール管
理表からなる設計ドキュメント類１９０２を、設計ドキュメント設計情報取得処理部３９
２により装置設計情報３８０に入力する。その後、設計ドキュメント生成処理部３９１に
よりフローチャート１９０３を自動生成１９１４する。
　次に、ソフト設計者が装置仕様を検討したうえで、フローチャート１９０３上に、端子
２００１や処理２００２、判断２００３及び定義済処理２００４を配置し、それぞれに必
要な情報を表記するフローチャート設計作業としての編集作業１９１５を行う。
　次に、フローチャート１９０３を設計ドキュメント設計情報取得処理部３９２により装
置設計情報３８０に入力したのち、シーケンスプログラム生成処理部３９３によりシーケ
ンスプログラム１９０４を自動生成１９１６する。
　最後に、自動生成１９１６されたシーケンスプログラム１９０４の確認作業１９１７を
行いソフト設計は完了する。
【００９３】
［他の実施形態］
　尚、本発明は、以上説明した実施形態や実施例に限定されるものではなく、本発明の技
術的思想内で多くの変形が可能である。
　本発明の情報処理方法や情報処理装置は、生産設備の他に、例えば産業用ロボット、サ
ービス用ロボット、コンピュータによる数値制御で動作する加工機械、等の様々な機械や
設備のソフト設計やプログラム作成に適用することが可能である。例えば、制御装置に設
けられる記憶装置の情報に基づき、伸縮、屈伸、上下移動、左右移動もしくは旋回の動作
またはこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械および設備である。
【００９４】
　本発明に係る情報処理装置を機械設備と一体化して、例えば生産システムを構成しても
よい。本発明の情報処理方法を用いて、設計ドキュメントから自動生成したシーケンスプ
ログラム、あるいはシーケンスプログラムから自動生成した設計ドキュメントも、本発明
の実施形態に含まれる。あるいは、本発明の情報処理方法あるいは情報処理装置を用いて
設計ドキュメントから自動生成したシーケンスプログラムを用いて、例えば産業用ロボッ
トなどの機械設備を制御して物品を製造する製造方法も、本発明の実施形態に含まれる。
【００９５】
　上述した情報処理動作に係る制御方法や、制御方法を実行可能な制御プログラム、制御
プログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記録媒体も、本発明の実施形態に含
まれる。制御プログラムを供給するための記録媒体として、例えば、ＲＯＭや、ディスク
、外部記憶装置等を用いてもよい。具体例を挙げて説明すると、コンピュータ読み取り可
能な非一時的な記録媒体として、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、
磁気テープ、ＵＳＢメモリ等の不揮発性メモリ、ＳＳＤ等を用いることができる。
【００９６】
　本発明は、実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒
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体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける１
つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、１
以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００９７】
　１０１・・・シーケンス制御部／１２１・・・入力機器／１３１・・・操作機器／１４
１・・・動作機器／１５１・・・コントローラ／１５２・・・動作機器／２０１・・・Ｃ
ＰＵ／２０２・・・入力部／２０３・・・出力部／２０４・・・プログラム格納部／２０
５・・・メモリ／３１０・・・ＣＰＵ／３２０・・・メモリ／３３１・・・入力処理部／
３３２・・・表示処理部／３４０・・・データ格納部／３５０・・・メカ設計ドキュメン
ト／３５１・・・タイムチャート／３６０・・・ソフト設計ドキュメント／３６１・・・
ステッパ構成表／３６２・・・ＩＯ表／３６３・・・ＳＷ割付表／３６４・・・コントロ
ーラ制御モジュール管理表／３６５・・・異常表／３６６・・・フローチャート／３７０
・・・ソフトライブラリ／３７１・・・基本モジュール／３７２・・・基本モジュールア
ドレスマップ／３７３・・・コントローラ制御モジュール／３７４・・・コントローラ制
御モジュールアドレスマップ／３８０・・・装置設計情報／３８１・・・シーケンスプロ
グラム／３９０・・・プログラム格納部／３９１・・・設計ドキュメント生成処理／３９
２・・・設計ドキュメント設計情報取得処理／３９３・・・シーケンスプログラム生成処
理／３９４・・・シーケンスプログラム情報取得処理／４０１・・・動作機器名称／４０
２・・・動作状態名称／４０３・・・動作順序／４０４・・・動作時間／４０５・・・動
作順序従属関係／５０１・・・ステッパ番号／５０２・・・ステッパ名称／５０３・・・
動作機器名称／６０１・・・機器名称／６０２・・・状態名称／６０３・・・機器種別／
６０４・・・ＩＯ番号／７０１・・・動作機器名称／７０２・・・動作状態名称／７０３
・・・ＳＷ入力アドレス／７０４・・・ＳＷ出力アドレス／８０１・・・動作機器名称／
８０２・・・コントローラ制御モジュール名称／８０３・・・コントローラ制御モジュー
ル割付アドレス／９０１・・・異常番号／９０２・・・異常名称／９０３・・・異常出力
アドレス／１０１０・・・名称に関わる情報／１０１１・・・ステッパ番号／１０１２・
・・ステッパ名称／１０１３・・・動作機器名称／１０１４・・・動作状態名称／１０１
５・・・異常名称／１０１６・・・コントローラ制御モジュール名称／１０２０・・・ア
ドレスに関わる情報／１０２１・・・ＩＯ番号／１０２２・・・ステップ割付アドレス／
１０２３・・・コントローラ制御モジュール割付アドレス／１０２４・・・異常出力アド
レス／１０２５・・・装置モード割付アドレス／１０２６・・・装置状態割付アドレス／
１０３０・・・シーケンス制御に関わる情報／１０３１・・・処理内容／１０３２・・・
分岐条件／１０３３・・・待機条件／１０３４・・・処理順序／１１０１・・・モード管
理処理部／１１０２・・・状態管理処理部／１１１１・・・装置モード割付アドレス／１
１１２・・・装置状態割付アドレス／１１１３・・・基本モジュール処理部割付アドレス
／１２０１・・・ＩＦ処理部／１２０２・・・コントローラ制御処理部／１２１１・・・
ＩＦ処理部割付アドレス／１２１２・・・コントローラ制御処理部割付アドレス／１３０
１・・・メカ設計ドキュメント／１３０２・・・ソフト設計ドキュメント／１４０１・・
・基本モジュール／１４２１・・・ステッパ動作順序処理部／１４３１・・・ステッパ異
常処理部／１４４１・・・出力処理部／１４５１・・・コントローラ制御部／１４５２・
・・表示処理部／１９０１・・・タイムチャート／１９０２・・・ステッパ構成表・ＩＯ
表・ＳＷ割付表・異常表・コントローラ制御モジュール管理表からなる設計ドキュメント
類／１９０３・・・フローチャート／１９０４・・・シーケンスプログラム／１９１１・
・・タイムチャート作成作業／１９１２・・・設計ドキュメント類作成作業／１９１３・
・・自動生成／１９１４・・・自動生成／１９１５・・・編集作業／１９１６・・・動生
成／１９１７・・・確認作業／１９１８・・・デバッグ作業／１９２１・・・修正作業／
１９２２・・・自動生成／１９２３・・・自動生成／１９２４・・・自動生成／２００１
・・・端子／２００２・・・処理／２００３・・・判断／２００４・・・定義済処理
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